
内容　 認知症についての基礎知識、認知症になりにくい生活習慣について、頭と
体を使った認知症予防体操（脳トレ・コグニサイズ）　等

対象　町内在住の方（おおむね65歳以上の方）　　
定員　各会場20名（先着順）
申込方法　9月6日㈪～地域包括支援センター担当まで来所または電話
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止または延期となる場合があります。

自らの健康を守りながら安心して暮らせるまち

　　　�長寿　いつまでもお元気で「令和3年度埼玉県介護職員雇用推進事業等」
の参加者を募集します

～みんなで楽しく！脳トレ・コグニサイズ～
脳とカラダのリフレッシュ教室を開催します

地域密着型サービス（認知症対応型共同生活介護）
整備事業者を公募します

祝 高齢介護課①・②について　株式会社シグマスタッフ大宮支店　☎048（782）5173

高齢介護課

高齢介護課　地域ケア担当

高齢者福祉担当　内線317・318③について　株式会社ソラスト　☎0120（997）963

地域包括支援センター担当
内線302・303

内線319・330

申込・問合せ
問合せ

問合せ

　9月20日㈪は敬老の日です。敬老の日は、長年にわたり社会に貢献され
てきた高齢者の皆さんに感謝し、長寿を祝う日です。町では、下記対象
者に杉戸町高齢者長寿祝い商品券を贈り、長寿をお祝いします。

　介護の仕事は、人を支え社会を支える、やりがいのある仕事です。県では、介護の仕事に興味がある方に対し、
経験の有無等に応じて、研修の受講から県内介護施設等への就職までを幅広く支援しています。
事業内容
①介護職員雇用推進事業： 県内介護施設等での就職を希望する方に対し、介護職員初任者研

修の受講から就職までを支援
②介護助手の養成・確保： 60歳未満で、主に短時間での働き方を希望する方に対し、県内介

護施設等で介護助手として働くための研修の受講から就職までを
支援　　

③高齢者等介護職員就労支援事業： 60歳以上の方を対象に、県内介護施設等で介護助手とし
て働くための研修の受講から就職までを支援

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により研修及び説明会の開催方法が変更となる場合が
あります。

　みなさん「コグニサイズ」をご存知ですか？コグニサイズとは、コグニション（認知）とエクササイズ（運動）
を組み合わせた造語です。
　認知症は生活習慣の改善によりある程度の予防や進行を抑えることが可能な病気と言われています。認知症につ
いて正しく理解し、自宅でも続けていくことのできるコグニサイズ等の体操や脳トレなど、認知症予防の生活習慣
を身につけるための教室を開催します。みんなで楽しく認知症を予防し、いつまでもイキイキとした生活を送りま
しょう！

　町では、介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにするために、杉戸
町高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を進めています。
　法令などの趣旨に沿った、より質の高いサービスの提供ができる事業者を選定するために公募を行うものです。
詳細については、「公募要項」をご確認ください。

サービス種別　 認知症対応型共同生活介護（介護予防含む）
事業所数・定員　1事業所・18人（9人×2ユニット）
整備条件　 新設、サテライト型、増設　　圏域　指定なし
事業所開設時期　 原則として、令和5年4月1日に介護保険法

に基づく事業者指定を受け、事業所を開
設してください。

選定方法　 1次審査（書類審査）及び2次審査（面
接審査）

公募要項配布場所　�町ホームページからダウン
ロード

申込期間　9月1日㈬～ 30日㈭
受付時間　9時～ 16時（土・日・祝日を除く）
申込方法　申込前に電話連絡のうえ、直接持参

対象者　8月31日現在、住民基本台帳に登録されている方

日程　各会場　1コース4日間実施　　開催時間　10時～ 11時30分

年齢 生年月日 高齢者長寿祝い商品券贈呈方法
80歳 昭和16年4月1日～昭和17年3月31日生まれの方 簡易書留

（9月1日発送予定）90歳 昭和6年4月1日～昭和7年3月31日生まれの方
100歳 大正10年4月1日～大正11年3月31日生まれの方

職員訪問（9月中）
101歳以上 大正10年3月31日以前生まれの方

会場 曜日 日付
泉公民館　研修室 水曜日 10月20日・27日、11月10日・17日
西公民館　多目的ホール 木曜日 10月28日、11月4日・11日・18日
すぎとピア　多目的ホール 金曜日 10月22日、11月5日・19日・26日

新型コロナウイルス感染症の影響による
減収を事由とする国民年金保険料免除等について 町民課　国民年金担当　内線253

春日部年金事務所　☎048（737）7112

問合せ

　新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少したことにより国民年金保険料の納付が困難となった場合、
「臨時特例免除申請」の手続きができます。詳しくはお問合せください。

対象　以下の2点をいずれも満たした方
① 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影

響により収入が減少したこと
② 令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所

得見込額が国民年金保険料免除基準相当になること
が見込まれること

※ 免除等の判定には、申請者本人、配偶者、世帯主の
所得が審査対象です。

※ 所得見込額が全額免除基準相当・一部免除基準相当・
納付猶予基準相当に該当する場合に、それぞれの基
準に該当する免除等が承認されます。

※ 配偶者や世帯主が①及び②に該当する場合も、この
手続きができます。
免除等の対象となる保険料期間
免除・納付猶予（学生以外）
◦令和元年度分（令和2年2月～令和2年6月分）
◦令和2年度分（令和2年7月～令和3年6月分）
◦令和3年度分（令和3年7月～令和4年6月分）
学生納付特例
◦令和元年度分（令和2年2月～令和2年3月分）
◦令和2年度分（令和2年4月～令和3年3月分）
◦令和3年度分（令和3年4月～令和4年3月分）

所得見込額の計算に用いることができる月の期間
免除・納付猶予
◦令和元・2年度分の申請
　⇒ 令和2年2月～令和3年7月までのいずれかの月の

収入
◦令和3年度分の申請
　⇒令和2年2月以降のいずれかの月の収入
学生納付特例
◦令和元・2年度分の申請
　⇒ 令和2年2月～令和3年4月までのいずれかの月の

収入
◦令和3年度分の申請
　⇒令和2年2月以降のいずれかの月の収入
申請に必要な書類
① 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、

パスポートなど）
②年金手帳またはマイナンバーカード
③ 収入が減少した月の給与明細など収入や経費等がわ

かる書類（所得の申立書に記入していただきます）
④ 有効期限内の学生証または在学証明書（原本）（学

生の方のみ）
提出期限
　「臨時特例免除」の対象となった際は、すみやかに
提出してください。
　申請月の2年1か月前の月分までさかのぼって申請で
きます。（令和4年4月申請では、令和2年2月分は申請
できません。）
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